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檢
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狗
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的
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ら
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。
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又
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i
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ン
の
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播
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し
得
な
か
ウ
力
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し
そ
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倘
々
の
王
國
に
就
て
，の
み
に
し
て

"之
を
敎
倉
に
見
る
時
所
謂

plenitudo 

potestatis

は
敎
會
至
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主載
：：

者

：
に

；
と

り
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完
全
な
：る：主
權
で
あ
ク
ね
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(
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出
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す
る
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世
政
治
觀
念
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べ
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全
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會
を
抱
：，
擁
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統
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の
思
想
で
あ
る
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て
の
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岐
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に
發
し
單

1

に
遺
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:̂于
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柳
成
の
第

1
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に
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し
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を
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な
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す
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に
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.を
標
誇
す
る
敎
會
载
判
は
民
衆
，の
參
與
を
度
外
視
せ
る
は

.無

.論
で
あ
る
。
勘
る
生
義
主
張
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有
す
：る

'ま
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が
不
寒
全
リ
な
が
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，民

族

的
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の
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集
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す
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時
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す
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ル 擁  

タ 護  

に 、R 
就 . る 

て と  

a 同 

ん 時  

に に

當 其

m  m
の 厕  

* 民

f

‘

.
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中

力

w

社會

i
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1
1

:

.
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.

:

:
:

中
世
紀
的
自
由
の
要
求

★

.

は
單
に
敎
會
及
都
市
に
止
ら
な
い
。
自
ぬ
は
又
封
雞
諸
院
の
耍 

ポ
す
：る
も
の
で

'

あ
ク
を
。

其
っ
自
由

」

ビ
は
自
已
の
利
.舜
特
權
の 

の
自
由
の
無
視

.

で
あ

.る
。

此
：稱

r
:
H

由
の
表
明
た
る
マ
グ
ナ
•力

.

僧
ぐ
は
觀
察
し
て
：云
ふ
。

「
マ
グ
ナ
，力

A

タ
な
る
武
器
に
依
ク
て
王
を
過
せ
る
詣
侯
の
態
ご 

僻
慢
は
世
の
同
僻
王
に

.

集
る
と
云
ふ

狀

で
，あ
つ
力
。
彼
等
ほ
王
に
對
し
て
約
條
の
忠
賞
な
る 

腹
行
を
要
求
し
自
ら

.
は
其
徒
屬
：考
に

^
$
?
:

ふ

も

の

、
賞
行
を
祖
，否
し
力

」

。®

一〕

換
言
す

e

 

S
K

マ
 

グ
ナ
•力

ダ
タ
は
詣
侯
の
强
大
，

^
^
^

る
得
力
の
，下
に
王
を
し
て
封
建
制
度
に
由
因
す
る
詣
儉
の
利 

益
特
權
を
容

t
s

せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

ノ

ル
マ
ズ
征
服
以
後
の
英
國
社
愈
は

vill, 

h
u
n
d
r
e
d
;

 c
o
u
n
t
y

の
如
き
地
値
的
种
會

(
c
o
m
i
n
i
t
a
s

 

terrae)

の
聯
合
狀
態
ょ

b 
土
地

®

を
の

.
贵
族
階
級
：
の
權
力
下
に
地
方
的
組
織
な
る
き
雞
制
へ 

の
靜
遭
で
あ
る
。
：斯
る
社
會
圓
體
の
破
壊
は
他
方
に
於
て
小
自
由
民
隙
級
の
退
廢
及
华
織

® 

的
.な
る
地
方
民
の
發
生
を
養
起
し
た
。

S

5

成
は
中
央
政
府
の
形
武

W

し
て
の
封
雜
制
度
は 

ノ

ル
マ
ン
：征
服
に
依

v
,̂

極
端
な
る
地
ガ
分
散
を
防
ぎ
得
た
か
ほ
知
れ
ぬ
が
土
地
制
度
及
社
會

W

御
織
と
し
て
の
封
建
制
廣
は
同
征
服
以
後
猛

-
促̂
進
せ
ら
れ
完
全
な
發
達
を
遂
げ
た
。

i

o

さ 

，れ

：ぱ

，時

代

：の

經

週

ビ

共

に

英

國

の

k

會

，は

：此

の

土

地

制

度

の

結

果
t

し
て
自
は
土
地
保
有
者 

(free 

h
o
l
d
e
r
)

か
グ

*

レ
I

ン
土
地
保

*
!
き̂

.(vniein)

の
何
れ
な
る
か
或
は
又
自
由

K 

(free 

m
e
n
)

か 

非

0 S

民

(
u
n
f
r
e
e
)

の
.何
れ
な
る
か
に
區
分
せ
ら
る
、
に
至
ウ
力
。

何
に
準
爐
し
て
人
は
グ
サ
レ

1

ン
に
し
て
綠

®

的
な
り
ご
な
す
や
。
自
由
保
有
紫
は
土
地
保 

有
條
仲
が
地
代
等
な
る
に
グ
ゅ
レ
ー
シ
た
る
は
其
條
伴
が
特
種
の
勞
役
提
供
に
あ
る
を
以
ヤ 

あ
る

。
S

S
 

'，
特
糊
の
勞
役
ご
，は
其
量
及

.
g

翻
が
不
確
賞
な
る
を
意
味
す
る
も
め
に
し
て
、如
何 

な
る

f
i如
何
な
る

#

額
の

'勞
役
：を
缴
朝
値
主
に
依
て
課
せ
ら
る
、
や
を
前
夕
知
ら
ぬ
と
云
ふ 

の
で
あ
る
。

(

註
5

然
れ
ど
も

§

ぬ
し
#

人
に
し
て
等
し
ぐ
グ
プ
レ

I

ン
な
る
名
稱
を
有
す
る
も
更 

に
嚴
将
な
る
意
義
の
織

® 

K
を
求
め
ぱ
非
自
ぬ
民
な
る
グ
ゅ
レ

J
,
ン
即
ち
費
奴
を
擧
げ
.ね
ば
な 

ら

ぬ

。

彼

等

.は

グ

コ
‘
I

ン
保
を
な
す
の
み
な
ら
す
彼
等
の
グ
ゅ
レ

I

ン
た
る
は
同
時
に
其
身

.

て
•

.

：

て
-
-
- 

:

.
■
: 

! 

■
 
■ 
■
:
. 

.

.
■ 

•

分

(status)

な
の
で
あ
え
。
彼
等

.の
人
格
は
値
主
に
屬
し
轉
資
せ
ら
れ
、

h
e
r
i
o
t

其
他
詣
糧
の
赋 

金
を
課
せ
ら
れ
够
住
の
自
由

‘を
有
せ
ぬ

.。
，人

！皮
此
境
涯
に
入
ら
ぱ
軍

r
- 

.
H己
の

！

生
.に北 

ま
ら
す
子
孫
も
此
織
屬
的
，身
分
ょ
，

.OS

脱
出
す
る
を
得
ぬ

=
(

®

o 

.

:

:

银
十
八
盤

(
n

セ九

)

.
滴

.眺
爽
國
中
世
の
政
泊
棚
力
と
硫
會
組

P
 

餓
四
職 

! 

H 

-
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四八

o

v
論

耽 

王
の
勢
力
微

.弱
に
し
て

K

K
 

す

る

能

，は

ざ

る

時

中

，：
間

的

な

る
 

建
的
た
る
ょ
以
外
に
近
が
な 

も
共
，
..に
義
務
を
：

^
^
.ふ
も
の
で
あ

.
 

裁
と
共
，に
倾
主
の
侧
の
義
薪
は 

み
が
織

*
勵

行

せ

ら

る

に

帝

；CV 

に
働
す
る
倾
主
の

裁
！
：

«

へ
の 

る
。

蓋
し
载
制

®

は
®
主
の
特 

せ
る
を
以
て
だ
あ
る
。
殺
に
於 

::

欺
く
 V

吾
人
は

.：
中

世

紀

の

，
自
 

や
惯
習
又
は
法
规
の
殼
內
に

0 

を
ポ
め
な
か
，ウ
力
で
は
な
い

"

主
服
の
如
、さ

即

ち

之

を

す

。
 

的
に
',

し
：て

1

瞬
的
な
る
は
ぬ
の

莱
國
中
世
の
政
ポ
桃
力
：

)i

練
愈
組
嘯 

ピ
の
關
係
を
高
接
な
ら
し 

譜

侯

め

介

®
.
は

已

ひ

な

き
 

.
:
/
s

ポ〕

此
：
制
®

の
：
根

本
 

ウ

て

、之

所

謂

封

.趣

契

約

で
 

漸

次

無
.
®せ

ら

る

、

に

至

あ

.る

で

.マ

.グ

ナ

•
力
.

る
，®

入
は
領
主
の

"
 

も
：
®
 

:大
な
も
の
で 

主
の

「
自
由

j

ビ
は
擧 

觀
念
を
得
る
‘
：
勿 

じ
，
#

せ

す

之

を

股
 

ッ
ス
の
所
論
の
如 

も
中
世
紀
の
凡
‘て

な

の

で 

ま

：に

依 

織

の

：
最

て

か
® 

•
H

ゾな：る一

共
す

.

る
.

ク
.サッ
ク

然

れ

ど

爲
め
に

0
0 
m

む
る
事
を
得
す
之
を
支 

處
で
あ
ら
ぅ
。
而
し
て 

ど
す
る
處
，は
傲
主
も
土 

あ
る
。(

註
八)

然
れ
ど
も 

レ
從
腐
的
土
地
保
有
者

ル
タ
の
殺

n
i

十

■
H

曲」

纖
損
す 

あ
ジ
て
之
に
依 

覚
他
の
屈
：從
織 

論
此
.昭
代
に
於 

出
す
ベ
§
何
物
に
か
自 

さ
、盤
ナ

g
r

世
紀
末
の
農 

の
举
鬪
を

通

じ

X
‘人
は
，

に て m [ ) る 四

章
は

も
の

^

 

y

n
^

ネ

を
意 

も
社

戰
ひ
し
に

'
 

は
あ
ら
す
し
て

其

戰

は

敎

<
^
、

I

Ii
I
j

I

I
I

I

I

I
I
I

!

 

m

配
し
保
識 

社
會
ほ
封 

地
保
荷
者 

時
代
の
推 

の
義
務
の

グ
冲
レ
I

ン

ビ
規
足
す 

S

を
擁
讓 

成
し
た
。

會

的

階

級

，
.

由の標識ふ
 

K

反飢の

斯
る
拙
象

 

Mザ

市
、斜

雄

0 

I

，

の
如
：き
ぁ
る
階
級

0
&
.由
の
處
め
で
あ

c
\

た
。®

-
f
o

斯
の

.自

の

觀

，

は
其
廣
じ

I. 

W
.

S

 

社
會
組
織
を
形
，成
し
又
政
を
機

.力
の
存
狂
を
表
明
し
て
居
る
。
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p
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i
e
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N
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s
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i
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s
t

u
b

b
s
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c
o

n
s

t
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f
f
i
i
s
t
-

 

i
.

 

T
?
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許 

ul、
H
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 M
O
K
e
c
b
n
i
e
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M
a
g
n
a

 

Cal-UL 

で
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評四

> 

土地制俊

.の
全
體
觀

-ギすろゆは其保有の條仲の差興

„
に
‘
-
り̂

X

六！i

 

舉 

'
げ
 

る
夢
が
出
來
る
。

情
神
的
義
務

1
1

依

み

F
r
a
n
k
a
k
n
o
i
g
n
,

軍
役

U 

0

る

Knig.ut service

，徘

0

が

る
ボ
務 

L
L

依
る

g
r
a
n
d

 anci petty, s
e
l
j
i
t
y

の
ニ
、地
代
じ
依
る

free 

s
o
c
a
g
e
,

及
グ
ナ

i

 
I

ン
.
の
六

で

わ

る。

Maiciand, 

const. 

H
i
s
r

2
5.

評
五
、

vinogradoff/ECO§
naic J

o
u
r
n
a
r
x
.

 

30s. 

G
r
o
w
t
h

 

of the Manor, 

2
C

6
-

2
D

7
.

評
ム
ハ
、

森
分

w

し
ズ
の
グ
キ
レ

I

ン
、土
，地
保
有
あ
と
し
て
の
グ
キ
レ
ー

ン
の
旧

0

區
別
じ

0 

し
て
は

 

P
d
i
o
c
k

 

a
n
d

 

Ivfaitlsd, 

m
s
t
*

 

EDgl. 

Law.. I.. 3
5S 

以
下
及
づ

inpgradoff,

づsa
i
D
a
g
e

 

i

ロ E
n
g
h
n
c
i

 

7
7.

參
旧
 

•
t
e七
，：

Maitlpnd, 

D
o

日esday 

B
o
o
k

 

a
n
d

 

B
e
yond. 

17!. 

ノ 

マ
ン
征
服
以
後
の
王
の
勢
カ
徽
.
弱
な
り
と

 

.

は：勿論

‘U 4

び，得な

.
い。

.然
れ
ど
も
，常時
の
ま
ゆ
勢

.
力

か

0 
<

し
ズ
も
直
接
战
衆
の

.保

護

.
^
ホ

期

す

 

-

ろ
ケ
辩
ガ
か
つ
た
。

S

圓
民
の
漸
次
：

ろ
解
放

(

從
つ
て
軸
建
制
度
の
廢

S

は窗来の地的

 

.社
會
义
は
古
代
，の
：ほ
由
ド
中
來
す
る

.
：

す
し
て
勞
働
階
級
の
經
濟
的
勢
力
の
⑧
大

役

1
1

代 

る
.金

.：

錢
地
代
，

■
s

山
な
る
主
從
の
同
意
、：

■
sT

に
.

4

般
祸
摩
の

.
同
後

-中

 ̂

0 
0 
 ̂

0
力
の
⑨
大
に
歸

 

オ
ベ
さ
，てわる

」

。
づ

inogradeff, 

E
n
g
L

 

s
o
。, 

in 

X
I

 c. 

2
1
2
.
2
1
3
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存
ま
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M
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第
！
！

號

理
ぬ
語
る
も
の
さ
云

A

 

#

る。

何
と
な
れ

♦

は
封
述
制
庶
懷
退

0

此
機
诬

1
1

途
ぜ
ざ 

L
L

於

V
ば
：制
度
が
在
の
必
要
.̂
示

す

以

て

 

>

 

も
る
。

此
點
は
更

L
i

封
組
制
俊
構
成

1
1

 

過

1
1

就 V

 

缴 

®

 

す
ぺ
き
力
も
る

0
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S
t

u
b

b
s
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C
o

n
s

t
,

 

w
i

s
t

 

E
o

g
l
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E
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n
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c
o

n
s

t
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w
i

s
t
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A
d
a
m
s
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 ..orig. .Engl, .const. 

cTbu 

I
V

.

 N
o
t
e

 

c
.

 

h
<

T
h

e
.

 F
eu
d
a
l 

c
o
n
t
s
c
c
)

 

0 

照。

封
越
制

 

t

 

は
 

*
s
>

 

す
る
は
同
制
度
の
超
源
な
る
思
悪
關
係

(Frecarium, 

B
s
e
s
c
i
i
)

と
別
個
の
旧

®

な
る

，
^
 

注
’

九、

U

. 

G
.

 Ritchie, N
a
t
u
r
a
l

.
 Rights. 

7
‘
s
.

m m ポ る _

言 約 る 時 六  

t な m 代

w
x
r
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:

.
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‘

四
.：；

‘，
魄
述
め
如
く
封
雄
制
度
の
下
に
於
て
王
の

*

利
も
領
主
の
權
利
も
之
を
確
然
ビ

E

別
す
る 

は
.困
難
事
で
あ

C
V

た
。：王
が
其
第

一

位
，土
地
保
存
者

(tenants ia chief}

に
對
し
て
裁
制
權
を
有
す 

る
な
ら
ぱ
領
主
も
亦
其
下
位
に
あ
も

.土
地

.保
有
者
に
對
し
て
等
し

':き
機
利
を
有
す
。
封
建
御 

用
金

(
a
i
d
s
)
c
s

 )

を
.請
求
じ
得
る

.は
：取
に
王

®
:み
な
ら
や
値
主
に
於
て
も
同
樣
で
あ
る
。
玉
が 

罪
人
を
部
し
得
る
如
く
徹
生
.も
亦
其
治
安

(
p
e
a
c
e
)

が
破
ら
れ
た
る
の
故
を
以
て
所
郁
權
を
ぜ 

す
。
要
す
る
に

5

の
權
利
は
他
の
領
主
の
權
利
に
比
し
て
其
柳
類
に
.於
て
巢
る
も
の
に
あ
ら 

チ
し
て

*唯
王
の
揚
合

•に
於
て
等
し
き
權
利
も
重
視
せ
ら
る
、
を
以
て
其
程
度
に
於
，て
差
與
あ 

.る

じ

，過

ぎ

な

い

の

で

あ

.る

。
，

.'.

(

註11〕

而
し
て
王
職

(
I
G
n
g
s
m
p
)

も
戴
劍
權
や
官
職
と
等
し
く
所
有
せ

U

1

S

ら
る

'ベ
さ
財

0

で
も
ク
た
。
技
に
於
て
か

D
o
m
i
n
i
u
m

と
は
所
有

(
o
w
n
e
r
s
H
p
y

を
意
ま
‘す

る

同 

時
に
支
配
き

i

p)

を
も
意
味
し
た
。

i

5

さ
れ
ば

「

此

0

0

0

0

の
影
響
と
英
風
が
成
ガ
法 

に
.依
ら

‘す
し
て

K

族

☆

來
の

r
a
.
i
nに
從
は
ん
ご
す
る
事
實
は
世
紀
に
主
'權
の
學
說
の
發
逆 

を

妨

げ

，た
。

館十

‘ー
一及

..

び
.十
三
兩
世
紀
の

.法
律
家
に
と

◊

て
主
權
の
如
き
は
.空
虛
な
る
言
に 

過
：ぎ
な
か
ウ
た

/
£

s

斯
く
て
中
世
英
國
の
政
沿
的
特
長
を
形
成
す
る
は
領
主
の
支
配
權
に 

し
て
、之
か
賞

®

を

&

察
せ
ん
ビ
欲
せ
ぱ
勢
い
吾
人
は
領
主
の

J
D
o
m
l
n
i
u
m

 

H

就
て
知
る
耍
あ
る 

ベ 
<

、從
て

値
生
を

5
-
.

心

し

て

構
成
，せ

：
.
る̂

社

會

圓

體

の

制

度

組
織
に

就
て
見
ね

ぱ
.な

ら 

ぬ
。

.
而
し
て
さ
が

®

察
を

進
む

る
時
、
®

主
の
私
有

S

廣
的
播
利
に
依
ジ

て

凡
て
の
關
係
は
律 

せ
ら
る
、

を
發

見
.，す
る
の
で

あ
る
。

‘バ
お
雄
制
度
：の
特
畏
は
あ
る

.隙
級
が
政
治
上
經
濟
上
に
絕
對

'專
權
を
有
し
、此
階
級
の
斯
る
社 

會
關
係
：の
甚
碑
が
契
約
に
あ

.る

®

で
あ
る
。
此
契
約
は
車
事
、政
治

'及
：
綴

濟

，上

の.義

務

を

發

.生 

し
、
マ

ナ
r 

f

l

の
組
織
に
谈
つ
て
ル
て
の
關
係
は
支
持
せ
ら
る

/ 

£

5

封

i

制度ごマ 

すァ

.の
關
係
：斯
く
の
：如

t

、當
：時
雜
濟
生
话
の
單
位
な
や
マ
ナ
ァ
は
同
時
に
觸
主
，の
財
蓬
管
理
の 

組
織
で

.あ
つ
た
。
此

®

ょ
み
見
ね
る
ャ
ナ
ァ
の
性
質
は

^

然
個
人
虫
義
的
の
も
の
で
あ
る
。
然

雜
十
八
き

(

四八！
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填
す
八
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四
八S

I
X

m

輪
,：：：；

就

：：：

與
f

做

の

政

清
f

と
；
^

1
2^

織 

第a

雜 

！

八 

,:
:

れ
ど
も
ほ
織
細
に
觀
擦
サ
ぱ
非
個
人
主
餘
的
な
る
古
涨
の
.共存

制

(
S

I
n

m
l

m
a

H
S

B
)

的
諸

制

採 

,:
が

マ
：：：；

K
T
®船
織
の
間
に
存
狂
す
る
。
：耕

'
 
作
紙
織
：じ
於
け
る
開
放
地
：制

t
o
p
s
-
M
d

 

s
y

s
t

e
m

}
:

の
如 

&

,

成

'は
‘
 

v
i

n

の
如

き

，又
は
棚
利
義
駭
の

.虫
，
體

な

る

..法

人

的

v
i

l
k

t
a

.

义
は

t
o
w
n
s
h
i
p
.

の
银
狂
の 

如

.

nr.

で

あ

る
。(

胜
£

時

K
, vl

l
r

は
必

す

し
も
マ
ナ
ァ
ビ
！；致

せ

る

も
.多

く

の.場
金
に

合

敌
す

9 

:
:

.

M 

,
郑
も

I
K
i
d
a
l

 

v
i
E
.

で
あ
る
。
：，；然
ら
ぱ
此
自
由
な
る
古

代

典
存
制

0

殘
續
は
.個
人
ま
義
的
私
有 

:

财
，薄
的
な
る

r
ナ
ァ
の
組

-織>

 

相
容
れ
ざ
る
か
。；一
吾
人
の
問
は
ん
ご
す
る
艇
生
の
政
治
上
並
に 

雜濟上の権力も綴對して

4

&
な
る
を
得
ぎ
る
か
。

 

‘

}

,由
艰
村
落
共
箱

'體

(
v
m
^

 

,
c
o
i
u
n
i
.
s

と
は

.開
放
地
ぱ
不
可
分
の

■

係
を
有
し
、客
人
の
耕
地

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
,
‘
；

 

.

.

.

：

-

.
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■

•

;

•

;

'

•

■
:

,
 

;■ 

■ 

■

•
 

.

.

.

.
 

.

7
:

,

は
.

：典
隣
人

0

.

鎭
濟
と
相
交
：

.

涉
す
る
如
；く

 

S
.

布
せ
ら
れ
、种
落
鶴
繊
の

.

根
本
は
各
，戶
の
利
書
を
主

.

:

を
甘

一ホ

開

放

，
地
に
救
け
る
詣
糧
の
狀
況
、利
害
を
中
心
ご
し
て
決
せ
ら

b

た
。」

®
ま
ま
み
に
树

:
y

;

落

®
狀
況
を
見
ょ
。

群
の
村
民
住
宅
を
核
：ぬ
：

V

す
；る
圍
離

な

さ
即
ち
開
放
地
が
存
す
る
ゾ

，1

全
耕
地
は
二
部
或
は

U
r

部
に
分
®
せ
ら
れ

H
:

輸
载
さ
れ
、其
各
部
は
膝
の

s
t
r
i
p
s

に
細
分
さ
れ

一

,

,

:

,

:

|
人
の
持
：分
は

.

全
面
積
に
他
八
ね

^̂̂ 

マ
ナ
ァ
.の
耕
作
組
織
は
即
ち
之 

な
の

'

で
あ
る

0 

,

„ぱ
し
て
；

^

る
®

ル
は
收

®

後
は

®

ち
に
村
民
の
放
牧
填
ざ
な
，

£
5
^
,更
に
草
服

(
m
e
a
d
o
w
)

牧
廣 

(pasture)

森
林

(
w
o
o
d
}

蔣
地

{waste)

等
の
牧
草
收
渡
後
の
乂
は

S

季
を
通
す
る
共
同
放
牧
に
、或
は

0 

ポ月の，

他の
共同
收

.役
の
爲
め
に
存
す
る
は
亦
明
白
に
共
存
制
的
制
'度
の
存
在
を
瞪
明 

す
る
。
斯

く

て
.•村
落
は
取
に
各
人
個
々
の
獨
立
生
活
を
な
す
村

K

の
集
圓
に
あ
ら
す
し
て
各 

‘忖
民
；め
生
：

®
,は

經

許

的

：

に

、

あ

.

。̂(

驻八)

共
同
使
用
》
の

^
^
> 

地
の

&
ザ
の
，混
交
に
依
る
共
布
制
的
赃
布
、更
に
耕
作
方
法
及
時
勘
の
共
同
的
な
る
決
定 

.
は
遮
く
開
放
地
農
業
の
特
長
に
し
て
村
落
共
存
體
の
遺
跡
で
あ
る
。

::::

依
：之

.
®之
很
人
，主
義
；

が

に

，
し

‘
.
て

織

顧
的

‘社
會
關
係
の
原
因
を
な
す
ア
ナ
ァ
の
組
織
は

S

☆
ぶ 

, 

る
れ
存
.制
ご
並
立
す
。
.之
を
耕

.作
上
ド
見
る
に
耕
地
持
分
の
泥
交
の
如
き
耕
作
上
の
時
.間
空 

:

一

费
の

®
;
:ょ
む
す
る
も
财
激
管
理
の
方
策
ご
し
て
不
適
當

な

る

べ

き

は

言

を

俟

た

な

い

。

然
'る 

R
此
與
業

組

織

が

e
n
c
l
o
s
u
r
e

に
依
タ

其

組
織

及

*

會

■

係

に

大

變

‘改

を

齋

せ

る

ま

で

唯

に

英 

蘭
土
の
み
な
ら
す
歐
洲
-の
各
地
に
風
靡
せ
る
は

.
何
依
ム
し
か

0.

之

れ

蓋

し

村

民

耕

地

.配
布 

:

じ

上

に

：
：
ず

♦

を
勘
す
る
：

至

當

，の

，
：

力
，，
法
な

♦

じ

を

村

落

.
は

共

同

圓

體

に
し
て
之
が
其
各
員
に
努
作 

す
ベ

き

剤
所
を
割
り
常
て
力
る
結
果
な

.=N

し
を
以
て

V

あ
る
。
開
放
地
制
は
如
ち
當
時
社
會

;■ 
b 

-

耽

.

.

.英M-S-

世の
政

沿

顿

カ

在

會

組

織
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i

m
 

ニ G>

の
必
要
に
迫
ら
れ
た
る
も
の
で
あ

◊

力
。(

能九)

•

縱
分
之
が
マ
ナ
ァ
を
合
體
す
る
も
此
雨
者
は
，本 

艰
不
可
分
の
も
の
で
な

K

マ
ナ
ァ
の
存
せ
ざ
る
所
，マ
ナ
ァ
れ
發
生
せ
ざ
か
レ
時
代
に
尙
ほ
開
放 

地
の

#

拒
す
る
は
：之

‘れ
险
し
て
儉
あ
る
。
要
す
る
に
ふ
ナ
ァ
の
®
織
ほ
兩
面
を
し
村
は
の 

0
.
0
 ̂
m

露
ず

.を

W
:

同
時
に

®

主
の
爲
め
の
役
務
の
强
制
ご
貢
献
の
得
集
の
機
關
た
る

t
o
w
n


s
h
i
p

.
 

t
私
有
農
場
の
合
俳
せ

.る
：も
の
で
あ
る
り

(

註一 

9
 

.
 

,

-
歡
に
牧
場
、寐
栋
荒
禅
等
に
對
す
る
共
同
權

(
s
g
h
t
s

 

of c
o
m
m
o
n
;

 

c
o
m
m
u
n
a
l

 

r%llt5) 

は
何
ど 

や
？

.
槐
賞
せ
ぱ
共
同
使
用
；に
供
せ
ら
る

\ 

± 

Mは
他
用
者
の
總
體
に
屬
し
ぜ
主
の
.私
有
財
産 

權
.を

S

走
す
る
か
。
假
に
然

>
 
と
せ
ば
使

M
者

-の

一

閲
.
は
法
人
的
な
る

®

體
な
る
か
。
避
等 

諾
‘斬
：を
逐
究
ネ
る
時
、吾
人

.は
共
蒋
，制
的
色
彩
み
消
散
し
て

®

主
の
私
有
權
の
み
社
會
關
係
の
：
 

體
：を
主
宰
す
る

.ネ
看
取
：ポ

：ろ
の
で
あ
る
。

共
用

* Q

賞

g

を
檢
す
る
に
當
り
て
吾
人
は
桃 

民
中
の
自
由
土

.地
，.保
有

'者
：と

'然
ら
ざ

'ろ
'グ
ぐ
，
|

ン
，わ

®

別
す
る
を
要
す
る
。
'何
ビ
な
れ
ぷ
赚 

者
み
權
利
は
ア
ナ
：ァ
の
組
，織

i

依

.ウV

何
等
影
響
を
ぅ
け
ざ
る
も
後
者
は
マ
.ナ
ァ
の
經
營
と
密
接 

の
隣
係
を
有
し

5
V

個
の
立
場
に
あ
る
を

.以
て
あ
る

.。
王

'
 
の
裁
判
.所
は
觸
主
に
依
る
自
由
保 

者
：の
權
剝
僕
庫
を
：保
護
す
る
。

M
然

る：

じ

，グ

，
沖

レ
I V

は
‘
®
已

の

利
翁
に
就
て
，

®

主
と
'法
廷
に

■

I
1
I
P

I
I
I
II
I

I

I
I
I}|
I

I
I

I
I
I
I

L：

I
I
き

掠
哉
ず
る
，手
段

'‘を
有
ぜ
ぬ

0
:

さ

れ
ぱ

一

見
等
し
ネ
共
用
權
も
慎
主
の
目
を
以
て
す
れ
ぱ
雨
者 

:

の
間
に
其

.內
容
を
異

'
に

せ

，ね

ば

な

ら

ぬ

。

r

共
用
權

k

就
て
後
代
の
法

 
離
は 

C
o
m
m
o
n

 

a
p
p
e
n
d
a
n
t

 

と 

C
o
m
m
o
n

 

a
p
D
u
r
t
e
s
n
t

 

ニ 

へp 

す
。

前 

者
は
自
：由
保
有
に
：刚

.；屬

U
、あ
る

.J

定
の

.
家
畜
を
共

f
f
l地
に
激
牧
す
る
を
內
容
ご
し
、後
者
は

M 

斯
使
用
の
，慣
例
よ

*

或̂
は
値

.’主
の

'特
許
の
結

.果
雍

.生

す

る

權

，利

で.ホ
る

0(

5
 !

〕

而
し
て
後
者 

は
グ
タ
レ
I

ツ
の
有
す
る
所
：に
し
て
、更

に

c
o
m
m
o
n

 

a
p
p
e
n
d
a
n
t

 

Q
r

一
 

定
の
家
畜

」

以
外
の
放
牧
の
揚 

，
合

：
ね

：
自

由

保

有

：老

が

有

す

ち

：：：今
前
：者
即
>

自

與

保

有

の

權

利

に

就

て

見

ぱ

共

權

は

共

存 

制
：ぶ
何
等
，關
係
な
く
封
臣
對
地

(
f
e
o
f
s
t
)

に
起

©

す

る

土

地

保

，有

附

厲

の

，個

々

の

權

利

た

る
 

:

を
.知
る

.
。
：K
K 

:

に
ほ
由

♦

有
：者
：の
間
に
共
存
：制
の
：存
在
を
：認
め
得
ざ
力
，は

.彼
等
は
全
然

township 

の
倒
外
に

/
あ
る

.
一
事
で
あ
る
。

(

註
ニ
ご

t
o
w
n
s
h
i
p

は
ダ

〜

レ
I

シ
に
依
ウ
て
構
：

'成
せ
ら
る
、
圓
登 

マ

^

る
0

.
數

じ

於

て

マ

ナ

ァ

內

の

：，：

0
1由
'保

^

者̂
は
グ
ル
レ
，
ン
の
多
數
に
及
ば

.，ぬ

0-此
多
數
な
る
グ
キ
レ 

1

ン
.
に
•依
て
構
成
せ
ら

.る

.Nt
o
w
n
s
h
i
p

或
は

viilata

な
る
社
曾
は
法
人
的
外
觀
を
呈
ず
る
。

蓋 

.
3
;
#

作

お

：於

け

る

が

：如

く

：；其

經

：：

濟

，は

各

員

密

接

の

關

係

を

，有

a
、

又
領
主
，が
土
地
關
係
の
異

0
.

レ
：

十

<

お
.

(
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银

四

號

ニ

ニ

栽
：判
事
務
を
所
馳

.せ
る
も
、又
地
代
，勞
役
滅
刺
出
頭

{suit)

を
課
し
ね
る
も

❖

員
®
®
資

を

存 

す
る
此

！

圓
に
斜
せ
る
を
以
て

^

あ
る
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更
に

t
o
w
n
s
H
p

は
公
の
義
馈
を
有
し
た

。

M 

，税
金
全
額
を
負

&
:し
そ
之

'を
.各

.員
に
割
り
當
て
，警
察
事
務
を
所
營
し

*又

hujsdred, 

c
o
u
n
t
y

敏 

巡

®

裁
判

(circuit court)
に
代
表
者
を
出
頭
せ
し
め
て
事
仲

j

切
を
陳
述
し
た
。
僅
少
の
例
の
場 

合

な

れ
ど
も

.時
に
は

J
足
の
金
額
に
依
ウ
て
マ
ナ
ァ
の
管
理
上
の
睛
負

(
f
a
r
m
i
n
g
)

を
な
し
た
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1
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是
等

’餘
觸
は
如
何
に

t
o
w
n
s
h
i
p

が
共
存
制
的
に
し
て
又
法
人
的
な
る
か
の
外
溶
を
示
す
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然
れ

.ど
も
鶴

..局
す
，る

.所
自
由
保
有
人
，と
等
し
く
グ
ゅ
レ
ー
シ
の
住
す
る
家
屋
，其
耕
地
、持
ネ
及
放 

..牧
權
は
悉
ぐ
グ
沖
レ

I

ン
な
る
保
有

‘關
係
に
起
源
し
個
々
の
權
利
で
あ
る
。
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彼
等
の
共
用
權
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翁
す
る
や
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は
彼
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が
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i
U
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住
民
た
る
が
故
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あ
ら
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し
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彼
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土
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述
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じ
，

j：

員
め
愈
情
其
他
に
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困
ず
る

a

害
は
全
體
が
賠 

償
め
任
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當
る
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然
れ
ど
も
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o
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n
s
h
i
p
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共

.用
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財
産
財
源
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し
な
い
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め
る
。
全
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赔
償
の
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に
任
す
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の
集
圓

y
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な
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各
員
：
個
々
，に
賠
償
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。
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簡
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主
の
所
有
禅
及
支
配

.播
は
マ
ナ
ァ
の
組
織
を
骨
子

y
j

し
て
此
組
織
內

-レ.包
擁
す
る
凡
て
の 

社

會

關

係

を

傅

：す

る

や

；。

吾

人

は

，此

W

に
後

U

て

j

見
其
私
有
財

'産
權

‘に
，反
す
る
開
放
地
制
、
 

典
同
收
綴
地

V
i
i
l

な
る
古
来
の
地
劃
制
及

t
o
w
n
s
h
i
p

等
の
®
質
を
檢
す
る
に
及
む
で
外
容
的

I
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i
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I
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i
Ii
p

ミ
IR

な
も
共

.在
制
は
撒
散
す
る
を
見

.た
。

而
し
て
勝
留
す
る
は
領
主
を
中
心

V：*
し
て
個
人
生
義
に

基

礎

を

® 
く
社
會

，め
：：

構
，成
で
あ
ろ
。

之
即
ち
ア
ナ
ァ
に
し
て
其
社
會
を
律
す
る
は
土
地
保
有
關

.-

.. 

.
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.
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.

係
で
傅
主
の
服
布
禅
は
凡
て
の
极
源
で
あ
，る

◊

成
：；

は
論
じ
て
針
建
制
度
の
本
則

よ

り
す
れ
ば 

觸

主

：の
：
所

有

權と

■
す
 
>
 
も
.舉
覚
上
位
の
傲
主
よ
ぐ
.か
又
は
最
終
に
於
て
は
最
高
の
領
主
ぬ 

る
主
；よ
も
封
せ

.ら
れ
お

'る
：保
有
：關
係
に
：過
ぎ
ん
ざ
せ
ん
。

然

れ

ど

も

t

ナァの包する謎

g

の
關
係
は
偏
主
の
所
有
，權

是

：認
し
て
始
め
：て
説
明
し
得
る
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で
あ
る
。：成
は
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卦
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制
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の
根
底
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網
立
せ
ネ
個
人
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約
に

'
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來
す
ビ
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も
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れ
ぬ
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然
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も
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係
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ぱ
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も
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。
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ら
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に
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社
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組
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-
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ず
る
事
が
出
浓
る
。
而
し
て

®

主
所
®
は
全
部
又
は

I

部
グ
ホ
レ
ー
シ

に

依

0

て

#

是
等
三

f
fの
耕
地
は
決
し
て
獨
立
す
る
事
な
ぐ
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に
依
ゥ
促
炎
ず
る
は
旣
®
の
 

耕
作
の
必
要
ょ

.り
で
あ
る
。

§
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斯
る

i
g

業
制
度
の
.下
に
於
て
値
主
に
對
す
る
從 

者
の
權
利
脚
係
ほ
如
何
な
る
べ

.き
か
。

ヘ
ン
ブ
ニ

t
e
治
下
の
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
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令
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c
l
a
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e
n
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ま
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有
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の
保
有
權
を
王
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栽
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以
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護
し
れ
。
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の
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主
の
權
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す
る
を
見
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；
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又
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仲
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即
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合
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鎭
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救
濟
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し
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栽
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所
；
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栽
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依
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濟
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領
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本
來
的
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す
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こ

W
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制
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創
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湖
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於
て
土
地
保
有
は
®
主
の 

意
，，
思
の
儘
に
成
は

1
:

究
期
間
契
約
に
：依

.り
^
 

之
を

P
r
e
c
a
r
l
u
m

ビ
稍
し
、後
代
生

® 

‘間

9

保
有
を
認
め
て

B
e
n
e
M
u
m

ざ
し

"遂
に
相
.繊
を
許
容
し
て

F
e
o
d
u
m

 

v
>

な
れ

&

ご
せ
ら
る
。

さ
；：

に
ぱ

.此
事
ー
货
：は

；：

保
有
者
：相
續
人
；の
，斷
絕
と
共
に
保
有
地
は
當
然
餅
生
に
®
歸
ず
る
前 

雄

み

e
s
a
i
e
a
t

を
生
，じ
，相
續
人
杀

：

成
年
な
る
時
其
成
年
期
ま
で
®
主
は
其
保
有
地
に
收
益
す
る 

p
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。
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w
a
r
d
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h
i
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成

；年
：保

有

者

が

武

器

を

と

る

i

と
得
：ざ
る
の
理
由
に
依
な
領
主
は
保
有
地
ょ
り
收
益
を 

な

し

、
保
有
紫
の
將
來
を
倾
の
利
益

に

反
せ
ざ
る
如
く
確
保
す
。
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九〕

後
者
即
ち

m
ar
r
i
a
g
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は
由
來
保
有
者
の
女

.子
：相
續
人
が
‘領
主
の
敵
に
結
婚
す
る
を
禁
す
る
觸
主
の
權
利
に
齋
レ
て 

遂
k

女
子
を
土
地
附
随
の
も
の
ざ
し
て
最
高
の
慣
を
之
に
對
し
て
支
拂
ふ
も
の
に
賣
る
形
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,

る
に

0
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力
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で
あ
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。
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時
は
赏
然
倾
生
の
ポ
諧
を
得
る
を
更
す
，ベ
く
新
保
有
卷
は
領
主
に
對
し
て

I,

定
の
科
金
晋

es 

for 

alienation)
，を
納
め
た

。

£
 
ニ

)

凡
て
是
等
，の
制
度
は
悉
く
自
由
保
有
地
の
優
透
の
所
有
權 

(
D
o
m
i
n
i
l
i
m

 

e
m
i
n
i
)
：

は
.
®
.主
の
手
巾
に
あ
る
を
物

.語
：る
。
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ニ) 

'

,
,自
，由
，保

#

に
：レ

V
,

旣
，に

.斯
ィ
め
如
し
、グ
メ
レ

I

ン
保
有
の

-如

何

，に
，
ポ

確

賞

不

安

走

，
の

も

の

な
 

る

か

t
r

多
言
を
要
せ

g
o
:
.玉
の
栽
判
桃
は
其
身
體
：生
命
に

■

ず
る
，
M

W

を
除
き

®

主
に
：對
抗 

す
べ

§

、ダ？
>

1
ン
‘
の
..權
利
を
全
然
認
め
ぬ
。
森
體
の
，自
ぬ
旣
、に
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® 

に
屬

'す
と
解
せ
ら
る
？ 

況
や
其
土
地
：保
有
其
；他
の
保
氣
物

.に
、對
す
る
搏
利
に
於
て
れ
や
何
夢
の
ギ
張
阿
等
'の
我
濟
手 

,1段
お
有

',せ
：ざ
を
は
，
#

然
や
あ
，

^
c。̂：.

其
剝
齊
沒
收
に

.對
し
て
合
法
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の

.
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以
途
が
な
い
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に
彼

#

生
詠
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爽
な
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^
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c
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牧
揚
荒
地
等
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に
依
り
，閉
鎖
ら
る
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自
由
保 

有
杳

t
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法
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領
主
乂

I極
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掠
爭
ー
せ
る
も
、彼
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グ
ゅ
レ
ー
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〕
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お
決
栽
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農
民
反
亂
に

•
と
る
，ょ 
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他
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漆
な
か
‘&
し

Mは
I取
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適
切
に
成
間
の
事
情
を
說
明
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森
林
牧
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共
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f
f
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す
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土
地
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有
に
附 

す
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の
な
る
事
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既
述
せ
る
が
：如
く
で
あ
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れ
ぱ
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終
一
局
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權
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鎮
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あ
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。
此
種
土
脱

'の
存
在
が
如
何

'
 
に
‘故
民

-の
生

活

利

害

’
#

接

I

iレ
L：

：

i s
■i *

な
、
0

し
ど
.灘
も
、

一

度
時
の
推
银
ぼ
共
に
典
利
用
の
利
餘
多
き
を
看
取
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ぱ
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释
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利
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主
張
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べ
き
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當
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し
て
古
艰
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村
落
®
習
力
る
共
用
地
使
旧
に
對
抗
す
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の
必
要
上
倾
主
は
典
使
用
に
料
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を
課
し
又
桃
離
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荒
地
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作
の
權
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確
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し 

以
て
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觀
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權
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；
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史
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に

0

主
は
斯
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權
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狀
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。
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地
は
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個
人
主
義
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基
礎
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立
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マ
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權
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腳
ほ
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ら
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成
し 

，た

-

而
し
て
マ

X

M

0
所

(manorial 

c
o
u
r
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は
此
關
係
を
强
要
し

！

切
の
事
務
を
所
理
ず
る
機 

關
で
あ
つ
た
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£
 n

之
倾
生
の
截
剑
棚
に
し
て
孤
有
す
る
特
權

(
i
m
m
u
n
i
t
y)

の
最
大
の
も
の
で 

あ
る

0
,
 

ノ
ル
マ
ン
徊
服
後
藤
代
の
玉
の
政
策
は
略
-王
を
以
て
栽
剑
の
源
嚴
な
ら
し
め
ん
ご
し 

力
。
然
も
此
败
策
は
事
海
卞
秘
的
に
し
て
特
桃
的
な
る
値
主
の
勁
建
裁
判
所

»

炎
し
た
。

由
來
觸
ま
の
裁
判
：權
及

.其
他

S

特
權
は
主
從
の
劇
係

(
v
a
s
s
a
l
a
g
e

及
土
地
保
有
開
係

(tenure) 

す
共
に
封
建
制
度
の
要
素

W

な
す
事
が
出

S

る
，
£

ー一)

而
し
て
領
主
が
截
判
傭
を
有
す
る
は 

ニ
個
の

.理
由
ょ
す
る
あ
の
と
な
す
べ
く
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#
が
其
保
存
者
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有
す
る
の
故
を
以
て
，
 

他
は

®

主
が

$

ょ
み
或
る

.
®類
の
事
件
に
勤
す
る
依
託
を
受
け
ぬ
：る
の
放
を
以
て

S/t

あ
る

.o
£ 

き

土
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：保

有

開

係

は
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に

勤

し

て
/
其
保
有
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の
上
に
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判
權
を
齋
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に
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原
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し
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t
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M
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。
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す
る
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は
：又
王
の
裁
剑
權
が
絕
へ
や
此
處
に
侵
害
せ
ん
と
し 

た

§

货
を
看
過
す
る
事
が
出
來
ぬ
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而
し
て
同
時
に
如
何
に
諾
侯
が
之
を
以
て
彼
等
の

0
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殿
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抗
⑨
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p
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ら
る
な
か
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。
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反
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。
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ら
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シ

• 

黏
.
#
に
：
♦

し
政
治
的
保

/ま

.
Xま

^

^

^

中̂
じ
陷
，タ
て
其
支
配
權
を
糟
成

'す
。
，斯
く
て
吾
く
は 

略
お
主
の
所
謂

D
o
m
i
n
i
u
m

の
#
.
^
,る
や
を
知
ウ
た
。
又
斯
る
制
度
の
下
に
あ
る
値
主
が
自 

ぬ
を
耍
求
せ
ん
ビ
す
る
時
其
自
由
な
る
觀
念
の
何
た
る
べ
き
か
も
亦
觀
察
し
た
。

ス
タ
ツ
プ
ス
及
其
他
が
マ

..ダ
ナ

•力
ル
タ
を

2S

し
て
民
娘
の
自
由
及
權
利
を
確
保
せ
る

も
の 

な
シ

0̂

せ
る
說
は
今
や
全
く
支
持
す
る
を
得
ぬ

。
&
八〕

旣
に
魏
度
か
例
瞪
せ
る

如

く

同
條
章 

は
.當
時
に
於
け
る
社
會
.制
度
及
惯
督
の
要
求
に
し
て
諸
侯
の
利
益
を
味
樓
せ
る

も
の
で
あ
ウ 

た
。

0

し

！

般
民
银

^
 
R

グ
*レ
I

ン
の
利
益
を
云
々
す
る
事
あ
ら

ぱ
*を
は
®
虫
の
資
章
ご
し 

て

保

護

，せ
、ら

れ

た

る

も

の
に
し
て
コ
ン
ホ
ン
法
す
ら
も
グ
冲
レ

.1

ン
を

f
f
i主
任
意
の
保
有
者

(te 

雄
す
八
徹

S

九七)

.输

.
魏
.

英國中世の政

i

力W

社舍組繊
 

付
.

i

i
Ij



、む こ ハ ' , ベ、

鶴
十
八
怨

(gl

九
八)

論
魏
英
滅
中
世
の
政
清
肩
力
ミ
社
會
組
織

 

i

#

D
a
n
t
,
a
t
-
w
m
)

ざ
し
た
。

彼
等
は
マ
ナ

ァの
慣
督

.ど
し
て

何
等
か
の
保
護
を
マ
.ナ
ァ
裁
判
所

じ

け
力

-

ビ̂
雖

i

然
も
領
主
の
态
な
る
意
思
に
依
り
て
遂
放 

き
も
の
で
あ
ゥ
ち

£

丸)

何
故
に
：：チ
ユ
ド

ダ

王
朝
殊
に
へ
ン 

中
か
一
的
な
る
王
の
：傘
下
じ
，蕴

中

‘し
：鼓
に
：英
國
は
近
世
國
家 

^

題
は
此
間
の
消
息
を
韻
も
明
白
に
說
明
す
.る
の
で
あ
る 

は
宗
敎
改
革
運
動
の
影
響
に
歸
，す
で
あ
ら
ぅ
。
然
も
中
世 

(lack 

o
f go

v
e
r
n
s
c
e
)

は
絕
へ
ざ
る
內
亂
赚
擾
の
原
因
ご
な

K
V 

王
機
は
ど

J

般
社
會

P W

り
て
緊
急
な
ろ
も
の
は
な
か
ウ 

ム
‘中
世
の
：歷
史
は
政
桐
：を
無
政

‘斯

ご

の

一

間

：
に

，
於

け

る

爭

鬪

’
 

へ
，
：
：
ぱ

：：

俗

一

世

的

政

府

は

：
眞

：
な

一

る

ま

酌

者

へ

，
；
の

：
®
從

を
否

定

し 

る
；；

無
政
府

的
勢
力
：
に
し
て
：
乂

1

敬
政
洽
家
；の

目
を

以
て

す 

の
最
高
棚

威
を

捉

否

ず

る

は

方

.に

H
I

の

廢
位
，
僧
侶
の

特 

建

，諾

侯

私

的

裁

判

權

都ホ
，
等
で
あ
：

る」

。(

5
 T

)

斯
る
社

會

の 

碰
ビ
ム
て
又
斯
る
制
度
の
齋
す
缺
陷
不
利
よ
シ
脱
せ
ん
と

せ

ら

れ

其

，土

地

は

剝

奪

せ

.
 

タ

八
世
の
下
に
。凡
て
の
支 

の
形
體
を
具
ふ
る
に
至
ら 

«

成
k
:
王

，
，
の

個

性
 

紀
を
敏
す
る
所

®

跌
序
を
維
持
し
得

た
。-c

m

 
9

で
ぁ
ク
た
。

法
皇

® 

て
遙
か
低
き
權
威
の 

れ
ぱ
凡
て
を
抱
擁
す 

桃
を
要
求
ず
る
敎
會 

紀
織
斯
る
政
治
權
力

i

 

於
て
愛

&
る
ベ
，
 

配
桃
は

メ 

/T
 

o

し
力 

に，歸
す
べ
く
成 

「

支
配
の
缺
陷

」 

べ
さ
强
力
な
る

の ご る 4f 0  

分 他 法 在 所  

散 方 の を 說  

を に 體 强 に  

基 封 系 ふ 從

し

て

18

多

の

議

論

學

說

が

な

か

0

i H l

た
で
，は
な
い
。

然
し
；

是
等
は
本
输
の

0
 

外

に

る

か

世

紙

.ベ

於

て

ォ

I
 K

チ
ン
の
主
機 

說
は
狂
す
る
を
得
な
か
り
た
ご
云
ふ
の
，が
本
稿
を
通
す
る
主
题
で
あ
る
。

評

一
、

r

ナ
て
裁
が

..所
は
土
地
保
：有
に
鬪
し
細

M 

制
お
し
之
か
强
制
し
、犯則
は
土
地
枝
收

 ̂
W-
 

 ̂
ら
れ

.

.
^
0 .Fc.llock. and. .Maitland. 

I.

」

9
0,: 

■
 ■ 

;,

S
i

r

 

S
P
B
i
- 

P

R
 

i

 

顿
生
の

#

描
は
裁
⑩
揽
の

外

じ

0
挑
よ
リ
の
免
除
、課
税
權

、
個 

人
的
励

殺
の
免
除
、

及
躲
林

法
よ

'
"
免
除
，

^
提
げ
や
ぅ
。

POIlcck and I
s
l
a
n
d
.

 

I. 574-575.

能 

I.lj、 

Ibid.. 

I
,

 

5
7

广

M

i

l
 Magna 

c
l 7

9
.

十
三
世
紀
の
終
リ
に
至
つ
て
封
雄

0
.
0
所
は
⑧職權の葬よ

.り

i
n

個
の

名

稱
ケ
釋
る

'
！1
至
>
 
た
。
：：
即

ち

：自

，.
3 

.保
お
お
の
民
事
策
謎
決
す
ベ

さ

Co.Trt 

E
a
r
s

グ

け

レ
I

ン
の
か

潮

じ
み
ら
ざ
る

取
# 

決
す
る

Couit 

C
u
s
t
o
m
a
r
y

及

輕

卯
，̂所

決
す
べ
，

.r、
c
o
£

 

Leet 

之
で
も

る。 

.

. 

:

.
m

冗、
メづ

its 

of r
i
g
h
t

は
戴
列
所
の
所

.有

あ

に

駒

，
^
一

 I

以

て

常

.な>
； r

決

の

下

さ

れ

ん

事

.
^
命

 

，
令
し

、I

I

f
1

は
係

^

 

0 
±

地

又

は物
！： §

か
股
資
ー
に
提
供
ヤ

•へ
き
4

命
じ
'被
货
に
し
て
之
に

 

.

服
せ
ざ
ら
ん
か
廣
仲
は
，

M

に

，
玉

：

裁
！
：
I
I

称
る
铅
跟

.
^
齋
す
も
の
で
わ
る
。

0 
六、

MCKechnie) 350, 

:

w,n
 

 ̂

P 

ン 

F
k
.
% 

r
w
p
M
l
y 

mstcry of the corporatio:is ia England 
な in his 4

i
d
a
t
i
l

 of s
o
v
e
r
e
f

 V/) 

rSj, 

s
,

八

strbbs, CODSt. nKt. 

I. 

5
7
9
s
7
r
.

マ
グ

ナ
*力

ん

タ

以

國

民

自-S

の极本の法則なりと 

するは要

ャ

る
じ
ス
チ

r

1
ト
王
：じ
對
す
る
，議院

'
 
辦
の
始

め 
< 

之
.
：̂

读
见

.し
以
て

，3

已
の
利 

?

八
デ

(g:

九九

)

.

論
就
英
國
中
世
の
，政

沿
他力と

f

紙纖 

i
.
腿

S

!

?



v r m
.  i i

I

I
A

!
I

I
I

!
I

鎌

：
パ
：
眺

：：

英
圓
中
世
の
政
治
織
力
社
會
組
織

が
十
八
卷

(

五O
C
0

綠
の
群
め

a

サ
ん

t
J

し
た
も
の

‘で
も
る
。

-
-
.

p
onard, 

K
s
r
y
.

VIII. . 3
5
*. fcdtnole.

能
一
，
九

、
McKedanie, it 18-1:19*

独

1 

0
‘ 

Pollard, 

H
e
n
r
y

 VIII, 

3
2
-3
3
.

独 

I 

!

、，Figgis, 
b
l

vine 

R
i
g
h
t 

of iciogs. 

22S.

第
明
聰

従つ

'
 
て其眺

.明も

.亦
‘國思自由

'
-
の̂でめつた

A

大I

正

1

二 5
r

l

TilTv'

力
ル
ド
才
の
地
代
論

a
l
l
)

小

泉

信

r 

+

i
 '

M
:
: 

R
i
c
a
r
d
o

 

ょ
ぐ
受
け
：力
る
刺
戟
は
其
の

s
a
l
t
h
u
s

に
與
へ
た
る
譽

f
f
iに
其
反
映 

を
一
示
：
せ

：
タ

。
：

.

八

，

一

由

年

：
に

入

.

.
：

=v

て
、此
の
ニ
大
辉
濟
學
者
間
の
論
爭
は
"通
貨
の
外
國
爲
截
に 

對
す
る
影
響
な
る
邊

問
：；

題
レ
ょ
>
,
轉
じ
て
、穀
物
關
桃
の
，影
響
な
る
當

B

の
問
題
に
移
ぐ
、而
し
て

,

-

_

i:
バ：

'

:

'

:

 

-

 

.じ ..，---

ン
.■レ
-
-
,
.
:
.

.

.

.

.

'

他
の
幾
多
の
場
合

2

於
け
る
が
如
く
ポ
問
題
に
就
て
も
亦

s
c
a
r
d
o

 

&

 

M
a
I
t
l
m
s

ざ
は
其
所
見 

を
殊
に

す

る

M

^

k

v

?

o論

爭
脇
は
穀
物
關
桃
の
結
果
力
る
食
料
：品
の

m

A

の
，資
本
利
潤 

に
及
ぱ
す
影
響
に
係
れ
る
な
か
。

.旣

R

三
月

‘八
日

S
c
a
r
4
0

が
其
友

H
u
t
c
h
e
s

 

T
r
o
w
e
r

に
與
へ
て 

，自
己
ビ

M
a
l
t
h
u
s

ビ

：
の
；
見

：
解

：
の

；
相

j
g

を
報
じ
た
る

®

簡
に

*

て
觀
れ
ぱ
、雨
者
は
，俱
に
資
本

：V
:

其 

，用

途

ざ

の

關

係‘變
動
し
て
、前
举
に
對
ず
る
後
者
の
比
例
增
大
す
る
時
は
利
子

*

貴
し
，其
反
動 

.の
事
行
は
る
る
時
は

.刺

，子
下
落
す
る
こ
ご
を

®

む
ビ
雖
も
、

R
i
c
a
r
d
o

は
.資
本
に
®
す
る
資
本 

然

十

八

翁
s
o 
ニ

餘

，眺

S
力
，ル
ド
ォ
の
地
代
論

 

0
0
0 

.
 

ni

七


